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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

ケ
ル
ゼ
ン
「
理
論
」
と
イ
エ
ッ
シ
ュ
「
理
論
」
の 

方
法
論
的
位
置
関
係
と
布
置

─
─
法
律
に
よ
る
行
政
原
理
を
め
ぐ
っ
て
─
─

高
　
　
田
　
　
　
　
　
篤

は
じ
め
に

第
一
章　

ケ
ル
ゼ
ン
とLegalitätsprinzip

　

第
一
節　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
一
八
条
の
策
定
と
ケ
ル
ゼ
ン

　

第
二
節　

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
規
定
の
文
言
に
沿
っ
た
解
釈

　
　

第
一
款　

連
邦
憲
法
一
八
条
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
け
る
解
釈

　
　

第
二
款　

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
裁
判
所
に
対
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
鑑
定
書

　

第
三
節　

ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
裁
判
所
判
事
と
し
て
の
解
釈

　

第
四
節　

ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
・
公
法
理
論
に
お
け
る
位
置
付
け

　

第
五
節　

小
括

　
　

第
一
款　

様
々
な
ケ
ル
ゼ
ン

　
　

第
二
款　

V
erfassungslegist/ V

erfassungskom
m

entator/ V
erfassungsrichter

　
　

第
三
款　

T
heoretiker

（
1
）
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第
二
章　

イ
エ
ッ
シ
ュ
とGesetzm

äßigkeit der V
erw

altung

　

第
一
節　

イ
エ
ッ
シ
ュ
の
課
題
と
そ
こ
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
と
の
立
場
の
相
違

　

第
二
節　

イ
エ
ッ
シ
ュ
の
方
法
論
的
前
提
と
そ
の
実
定
憲
法
上
の
帰
結

　

第
三
節　

小
括
─
イ
エ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
理
論
的
作
業

　
　

第
一
款　
「
憲
法
構
造
」
の
「
機
能
」
と
「
憲
法
構
造
」
と
し
て
の
「
権
力
の
配
分
」

　
　

第
二
款　

理
論
の
働
き
と
意
義

第
三
章　

ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
と
イ
エ
ッ
シ
ュ
の
理
論

　

第
一
節　

ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
─
法
理
論

　

第
二
節　

イ
エ
ッ
シ
ュ
と
理
論
─
法
理
論
と
憲
法
理
論

　
　

第
一
款　

イ
エ
ッ
シ
ュ
と
法
理
論

　
　

第
二
款　

イ
エ
ッ
シ
ュ
と
憲
法
理
論

お
わ
り
には

じ
め
に

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
二
〇
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
越
境
す
る
司
法
』（
以
下
『
緑
本
』）
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
在
り
様
を

根
本
的
に
批
判
し
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
批
判
を
加
え
る
著
作
は
各
時
代
に
お
い
て
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
中
で

も
『
緑
本
』
は
特
に
多
く
の
読
者
を
得
る
な
ど
、
大
き
な
注
目
を
集
め
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
本
が
、
今
日
の
ド
イ
ツ
国
法

学
の
主
要
問
題
を
裁
判
所
の
判
決
の
分
析
と
結
び
付
け
、
個
々
の
判
決
に
対
す
る
時
々
の
批
判
を
越
え
る
、
本
質
的
な
批
判
と
み
な
し

得
る
諸
点
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

『
緑
本
』
で
取
り
扱
わ
れ
た
国
法
学
の
主
要
問
題
に
は
、
方
法
論
的
な
も
の
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、『
緑
本
』
で
は
、
一
方
で
、
国

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（阪大法学）72（3・4-8）　636 〔2022.11〕



ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

法
学
に
お
け
る
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
偏
重
が
批
判
さ
れ
、
他
方
で
、
理
論
に
対
す
る
比
重
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
後
者
の
問
題
、
国
法
学
・
憲
法
学
に
お
け
る
「
理
論
」
の
働
き
と
意
義
に
つ
い
て
省
察
を
加
え
る
。

　

近
年
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
国
法
学
・
憲
法
学
に
お
い
て
理
論
的
業
績
が
明
ら
か
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
理

論
」
の
意
義
、
例
え
ば
憲
法
理
論
の
意
義
を
一
般
的
に
検
討
す
る
業
績
だ
け
で
は
な
く
、
特
定
の
研
究
者
の
「
理
論
」（
多
く
の
研
究

が
さ
れ
て
き
た
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
近
年
「
再
読
」
が
進
ん
で
い
る
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、
ゲ
オ
ル
ク
・

イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
プ
ホ
ル
ツ
な
ど
）
に
つ
い
て
探
究
す
る
業
績
も
、
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
理
論
」
と
そ
の

機
能
を
、
そ
れ
が
公
法
学
の
特
定
の
問
題
の
具
体
的
克
服
に
ど
の
よ
う
に
働
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
探
究
し
た
例
は
見
つ

け
難
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
探
究
は
、
理
論
的
研
究
が
国
法
学
・
憲
法
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
と
作
用
を
持
ち
得
る
か
を

検
討
す
る
上
で
重
要
な
手
掛
か
り
を
与
え
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
多
く
の
研
究
者
か
ら
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
関
心
を
持
た
れ
て
い
る
二
人
の
研

究
者
の
「
理
論
」（
ケ
ル
ゼ
ン
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
イ
エ
ッ
シ
ュ
の
理
論
）
が
、
公
法
学
の
特
定
の
課
題
（
法
律
に
よ
る
行
政
原
理
、

Legalitätsprinzip, Gesetzm
äßigkeit der V

erw
altung

）
の
具
体
的
克
服
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
（
例
え
ば
、
憲

法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
の
関
係
で
）
働
き
（w

irksam
/unw

irksam

）、
意
義
を
有
し
た
か
を
検
討
す
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
二
人
の

理
論
の
方
法
論
的
位
置
関
係
と
布
置
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
二
つ
の
模
範
的
な
「
理
論
」
の
あ
り
方
を
追
究
し
た
い
。

第
一
章　

ケ
ル
ゼ
ン
とLegalitätsprinzip

　

第
一
節　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
一
八
条
の
策
定
と
ケ
ル
ゼ
ン

　

ま
ず
、
ケ
ル
ゼ
ン
を
取
り
上
げ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
の
制
定
に
深
く
関

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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与
し
、
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
し
ば
し
ば
「
連
邦
憲
法
の
父
」
と
称
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
連
邦
憲
法
の
構
成

要
素
ご
と
に
関
与
・
影
響
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
、
そ
れ
ら
を
相
対
的
に
捉
え
る
見
解
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

Gesetzm
äßigkeit der V

erw
altung

を
規
定
す
る
連
邦
憲
法
一
八
条
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
は
、
決
定
的
だ
っ

た
と
言
い
得
る
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
は
、

「
一
八
条

　

一
項　

す
べ
て
の
国
家
行
政
は
、
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
行
使
さ
れ
得
る
。

　

二
項 　

各
行
政
官
庁
は
、
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
自
己
の
権
限
の
範
囲
内
で
命
令
（V

erordnungen

）
を
発
す
る
こ
と
が

で
き
る
。」

　
（
一
九
二
五
年
改
正
で
二
項
が
「
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
か
ら
「
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
」
に
改
め
ら
れ
た
）

と
定
め
る
。
二
項
が
行
政
官
庁
の
命
令
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
た
め
、
一
項
は
行
政
の
個
別
行
為
を
規
律
し
て
い
る
所
に
意
義
を
有
す

る
。
こ
の
一
項
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
個
別
行
為
に
関
し
て
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
範
囲
を
憲
法
で
規
定
し
て
い
る
例
が
他
に
見
当

た
ら
ず
、
独
特
で
あ
る
。
ま
た
、
法
律
の
根
拠
を
要
す
る
個
別
行
為
の
範
囲
を
「
す
べ
て
の
国
家
行
政
」
と
し
た
こ
と
は
、
憲
法
で

「
全
部
留
保
」
を
定
め
た
こ
と
を
意
味
し
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
下
の
学
説
（「
侵
害
留
保
説
」）、
ボ
ン
基
本
法
下
で
の
実

務
・
学
説
（「
本
質
性
理
論
」）
な
ど
と
比
較
し
て
、
際
だ
っ
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
全
行
政
に
法
律
の
根
拠
を
要
求
す
る
と
い
う
一
九
二
〇
年
連
邦
憲
法
の
最
大
の
特
質
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
な
し
に
は
生
じ
な

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

か
っ
た
と
言
い
得
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
レ
ン
ナ
ー
首
相
の
委
嘱
を
受
け
て
、
首
相
府
の
学
術
顧
問
と
な
り
、
連
邦
憲
法
の
原

草
案
を
作
成
し
、
ま
た
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
の
憲
法
委
員
会
小
委
員
会
に
お
け
る
専
門
的
助
言
者
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
憲
法
の
諸

草
案
を
見
れ
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
草
案
の
段
階
で
、
連
邦
憲
法
第
一
八
条
の
原
型
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

第
二
節　

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
規
定
の
文
言
に
沿
っ
た
解
釈

　
　

第
一
款　

連
邦
憲
法
一
八
条
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
け
る
解
釈

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
連
邦
憲
法
一
八
条
の
策
定
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
連
邦
憲
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
中
で
、
同

条
を
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
首
相
府
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
憲
法
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
レ
ー
リ
ッ
ヒ
と

ア
ド
ル
フ
・
メ
ル
ク
ル
と
共
に
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
を
著
し
た
が
、
そ
れ
は
担
当
者
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（Referentenkom

m
en-

tar

）
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
恒
常
的
に
参
照
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
憲
法
の
モ
ノ
グ
ラ
フ

ィ
ー
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
標
準
的
な
文
献
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
八
条
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

一
項
で
は
、
執
行
権
の
法
律
適
合
性
の
原
理
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
一
般
的
な
法
的
拘
束
力
の

あ
る
規
範
は
原
則
と
し
て
法
律
と
い
う
形
式
を
要
し
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
規
範
（
判
決
、
行
政
行
為
）
は
、
何
ら
か
の
法
律
に
よ
っ

て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
命
令
に
つ
い
て
は
、
二
項
が
、
そ
の
発
布
を
全
て
の
行
政
官
庁
に
対
し
て
直
接
的
に
憲
法

適
合
的
に
委
ね
て
い
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
制
限
を
付
け
て
い
る
。

　

ひ
と
つ
に
、
命
令
は
、
法
律
の
枠
内
で
の
み
出
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
枠
を
よ
り
詳
細
に
充
た
す
こ
と
、
つ
ま
り
内
容

（
14
）

（
15
）
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充
足
と
具
体
化
は
、
直
接
的
に
、
具
体
的
な
国
家
行
為
（
判
決
、
行
政
行
為
）
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
間
接
的
に
、
法
律
と
具
体
的
な

執
行
行
為
と
の
間
に
、
執
行
機
関
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
さ
ら
な
る
一
般
的
規
範
、
実
施
命
令
・
執
行
命
令
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
行
わ
れ
る
。

　

ふ
た
つ
に
、
実
施
命
令
・
執
行
命
令
の
発
布
に
つ
い
て
、
行
政
官
庁
が
、
そ
の
作
用
領
域
内
に
お
い
て
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
作
用
領
域
は
、
場
所
的
な
ら
び
に
事
項
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

法
律
を
改
正
す
る
命
令
の
発
布
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
。
法
律
を
改
正
す
る
規
範
の
発
布
を
執
行
機
関
に
授
権
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
お
よ
そ
憲
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
権
限
の
他
機
関
へ
の
委
譲
と
同
じ
様
に
、
憲
法
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
っ
て

の
み
行
わ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
な
授
権
法
律
と
し
て
は
、
戦
争
状
態
を
原
因
と
す
る
非
常
な
関
係
を
契
機
と
し
て
経
済
領
域
に
対
し
て

必
要
な
指
令
を
発
す
る
こ
と
を
政
府
に
授
権
し
た
一
九
一
七
年
七
月
二
四
日
の
法
律
が
あ
る
が
、「
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
の
行
使
に

関
す
る
一
八
六
七
年
一
二
月
二
一
日
国
家
基
本
法
」
─
─
連
邦
憲
法
の
命
令
に
関
す
る
規
定
は
同
一
一
条
を
模
し
て
い
る
─
─
に
よ
れ

ば
、
こ
の
法
律
は
憲
法
改
正
法
律
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
欠
陥
が
、
同
法
律
の
連
邦
憲
法
へ
の
移
行
に
関
す
る
一
九

二
〇
年
一
〇
月
一
日
憲
法
律
七
条
二
項
に
よ
る
受
容
（Rezeption

）
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
憲
法
律
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
な
か
っ
た
限

り
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
合
憲
性
は
争
わ
れ
よ
う
。

　

臣
下
を
義
務
付
け
る
法
命
令
と
国
家
機
関
の
み
を
義
務
付
け
る
行
政
命
令
と
の
区
別
を
、
我
々
の
憲
法
は
知
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
解
釈
は
、
憲
法
の
編
纂
を
担
当
し
た
者
と
し
て
の
経
験
に
基
づ
く
彼
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
全
体
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
法
律
学
的
観
点
か
ら
言
い
得
る
こ
と
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
八

条
に
つ
い
て
も
、
主
と
し
て
文
言
に
沿
っ
た
解
釈
が
行
わ
れ
、
文
言
か
ら
当
然
に
生
じ
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置
　
　

第
二
款　

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
裁
判
所
に
対
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
鑑
定
書

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
連
邦
憲
法
一
八
条
の
解
釈
を
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
展
開
し
た
の
と
同
時
期
に
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
裁

判
所
に
対
し
て
鑑
定
書
を
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
（
一
九
二
〇
年
）
五
五
条
（「
命
令
は
、
特
定
の
法
律

を
執
行
す
る
た
め
に
の
み
、
か
つ
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
公
布
さ
れ
得
る
」）
等
の
解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
、
同
裁
判
所
は

一
九
二
二
年
一
一
月
七
日
に
判
決
を
下
し
た
が
、
鑑
定
書
は
こ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
鑑
定
書
の
中
で
、
法
律
と
命
令
、
立
法
と
執
行
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
法
律
と
命
令
は
、
一
般

規
範
に
お
け
る
段
階
的
相
違
で
あ
る
（
メ
ル
ク
ル
の
法
段
階
説
）。
そ
も
そ
も
、
立
憲
君
主
制
の
理
念
と
し
て
は
、
一
般
規
範
が
議
会

の
議
決
と
い
う
民
主
的
方
法
で
定
立
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
個
別
規
範
・
具
体
的
法
行
為
は
専
制
的
形
式
を
維
持
す
る
執
行
が
定
立
す

る
。
本
来
、
一
般
規
範
の
定
立
は
国
民
代
表
の
議
決
に
留
保
さ
れ
、
憲
法
に
よ
る
委
任
に
よ
っ
て
の
み
他
の
機
関
が
そ
れ
を
な
し
得
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
立
憲
君
主
制
の
政
治
的
動
機
を
反
映
し
た
権
力
分
離
の
原
理
は
、
立
法
と
執
行
を
、
国
家
意
思
形
成
の
上
下
秩

序
の
関
係
に
立
つ
段
階
と
し
て
で
は
な
く
、
互
い
に
同
位
で
同
価
値
の
組
織
技
術
的
に
孤
立
し
た
国
家
作
用
・
権
力
と
し
て
描
出
し
、

君
主
や
そ
の
大
臣
が
、
立
法
が
我
が
物
と
し
て
い
な
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
命
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
執
行
権
の
原

初
的
・
本
来
的
命
令
制
定
権
力
の
理
論
）。
権
力
分
離
の
原
理
の
助
け
で
、
執
行
権
が
、
二
次
的
だ
と
し
て
も
、
立
法
権
へ
と
解
釈
し

直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
主
共
和
国
の
憲
法
は
そ
の
よ
う
な
執
行
権
の
命
令
制
定
権
を
知
ら
な
い
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲

法
五
五
条
は
、
執
行
機
関
に
よ
る
命
令
公
布
を
可
能
に
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
賞
賛
に
値
す
る
明
確
さ
で
、
特
定
の
法
律
を
執
行
す
る

た
め
に
「
の
み
（bloß

）」、
そ
の
限
度
に
お
い
て
公
布
さ
れ
得
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
は
、
法
律
執
行

命
令
と
法
律
改
正
命
令
に
お
い
て
、
前
者
の
み
を
可
能
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
の
区
別
が
困
難
な
限
界
事
例
が
存

在
し
得
る
。
し
か
し
、
法
律
自
身
が
内
容
的
に
十
分
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
法
律
の
命
令
に
よ
る
執
行
を
可
能
と
す
る
な
ら
、

（
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区
別
は
難
し
く
な
い
。
法
律
が
執
行
さ
れ
得
る
よ
う
に
、
既
に
法
律
か
ら
だ
け
で
意
図
さ
れ
た
ル
ー
ル
化
の
本
質
的
要
素
が
見
て
取
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
命
令
だ
け
が
許
さ
れ
る
べ
き
な
ら
、
法
律
は
、
お
よ
そ
何
ら
か
の
措
置
が
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
規
定
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
な
る
措
置
が
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
規
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（ob

だ
け
で
は
な
く

w
ie

も
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
執
行
機
関
に
よ
る
命
令
制
定
に
つ
い
て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
五
五
条
を
そ
の
文
言
の
意
義
を

強
調
す
る
形
で
解
釈
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
執
行
権
が
本
来
的
に
命
令
を
制
定
で
き
る
と
い
う
解
釈
を
排
除
し
、
法
律
改
正
命
令
を

不
可
能
に
す
る
法
律
に
よ
る
全
部
留
保
を
導
い
た
。
そ
の
上
で
、
法
律
執
行
命
令
と
法
律
改
正
命
令
と
を
区
別
す
る
こ
と
の
実
際
上
の

困
難
さ
に
鑑
み
て
、
法
律
だ
け
で
ル
ー
ル
化
の
本
質
的
要
素
が
分
か
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
法
律
の
十
分
な
規
律

密
度
の
必
要
性
を
帰
結
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
節　

ケ
ル
ゼ
ン
の
憲
法
裁
判
所
判
事
と
し
て
の
解
釈

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
一
八
条
を
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
解
釈
し
た
直
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官

と
し
て
、
同
裁
判
所
に
よ
る
こ
の
規
定
の
解
釈
を
主
導
し
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
二
三
年
三
月
一
九
日
判
決
は
、
概

括
的
授
権
し
た
法
律
に
基
づ
い
て
い
く
つ
か
の
商
品
の
関
税
率
を
変
更
し
た
一
九
二
二
年
一
二
月
一
一
日
の
連
邦
政
府
の
命
令

（B.G.Bl. N
r.900

）
を
、
違
法
と
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
一
八
条
を
解
釈
し
て
、
次
の
よ
う
な
判
示
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

命
令
は
法
律
に
基
づ
い
て
の
み
あ
る
い
は
法
律
の
範
囲
内
で
の
み
発
布
さ
れ
得
る
。
命
令
は
法
律
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け

な
の
で
あ
っ
て
、
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
法
律
の
詳
細
な
実
施
が
語
ら
れ
得
る
た
め
に
は
、
当
該
法
律
は
、

（
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

お
よ
そ
何
ら
か
の
措
置
が
な
さ
れ
る
と
い
う
規
定
を
含
ん
で
い
る
だ
け
で
は
な
く
─
─
こ
の
場
合
は
形
式
的
法
律
の
権
限
委
譲
だ
け
が

提
示
さ
れ
て
い
る
─
─
、
法
律
は
、
も
し
当
該
措
置
の
詳
細
な
実
施
も
命
令
に
委
ね
る
の
な
ら
、
い
か
な
る
措
置
が
取
ら
れ
る
べ
き
か

を
も
規
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
律
が
命
令
に
よ
っ
て
お
よ
そ
実
施
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
連
邦
憲
法
の
意
味
に
お
い
て

内
容
的
に
十
分
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（inhaltlich hinreichend bestim

m
t

）
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
既
に
法
律
だ
け

か
ら
─
─
そ
し
て
実
施
命
令
の
援
用
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
─
─
、
意
図
さ
れ
た
ル
ー
ル
化
の
全
て
の
本
質
的
要
素
が
見
て
取
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
範
化
に
つ
い
て
の„ob

“だ
け
で
は
な
く„w

ie

“も
法
律
の
形
式
で
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
際
、
単
な
る
形
式
的
法
律
に
よ
る
権
限
委
譲
と
実
質
的
法
律
の
規
定
の
間
の
限
界
を
シ
ャ
ー
プ
に
引
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
お
「
形
式
的
法
律
に
よ
る
権
限
委
譲
」
な
の
か
、
す
で
に
「
実
質
的
法
律
の
規
定
」
な
の
か
の
決
定
が
疑
わ
し
い
事
例
も
絶

え
ず
存
在
す
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
よ
く
考
慮
さ
れ
た
裁
判
所
の
判
断
が
限
界
を
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
連
邦
憲
法
一
八
条
の
文
言
に
い
ち
い
ち
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
五
五
条
の

解
釈
の
際
と
同
様
の
結
論
、
す
な
わ
ち
法
律
に
よ
る
十
分
な
規
律
密
度
と
い
う
帰
結
を
導
く
と
と
も
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る

場
合
に
は
裁
判
所
が
そ
れ
を
判
断
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
四
節　

ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
・
公
法
理
論
に
お
け
る
位
置
付
け

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
法
理
論
家
と
し
て
『
純
粋
法
学
』
を
発
展
・
展
開
さ
せ
た
が
、
そ
の
最
初
の
体
系
的
・
包
括
的
な
著
作
が
『
一
般
国
家

学
』
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
の
中
で
、
立
法
と
行
政
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　

行
政
の
基
礎
で
あ
る
法
律
と
命
令
は
、
共
に
定
立
さ
れ
た
法
で
あ
り
、
行
政
は
法
作
用
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
実

質
的
意
味
に
お
け
る
法
律
と
し
て
の
命
令
）。
し
た
が
っ
て
、
命
令
に
つ
い
て
、
法
作
用
と
し
て
の
法
規
命
令
と
法
作
用
で
な
い
行
政

（
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命
令
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
。
行
政
を
原
初
的
で
法
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
捉
え
る
通
説
的
な
理
論
は
、
立
憲
君
主
制
の
地

盤
の
上
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
傾
向
に
沿
っ
て
い
る
。
そ
の
傾
向
を
示
す
権
力
分
離
の
理
論
は
、
執
行
を
立
法
か
ら

独
立
し
た
作
用
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
を
委
託
さ
れ
た
機
関
に
議
会
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
与
え
、
守
勢
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
君
主
主
義
の
原
理
に
避
難
場
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
専
制
制
と
区
別
さ
れ
た
民
主
制
に
つ
い
て
、
民
主
化
は
立
法
の
段

階
だ
け
で
な
く
行
政
の
段
階
に
も
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
の
民
主
制
と
執
行
の
民
主
制
の
関
係
か
ら
し
て
、
行

政
の
過
激
な
民
主
化
は
執
行
の
法
律
適
合
性
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
働
き
、
立
法
の
民
主
制
を
危
険
に
さ
ら
す
。
全
体
の
意
思
が
部
分

の
意
思
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
は
、
行
政
の
法
律
適
合
性
原
理
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
叙
述
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対

し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
行
政
の
法
律
適
合
性
原
理
を
表
す
概
念
で
あ
るLegalitätsprinzip

に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
民

主
制
の
本
質
と
価
値 

第
2
版
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
作
用
、
一
般
的
規
範
を
創
設
す
る
作
用
は
、
相
対
的
に
自
由

な
意
思
形
成
作
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
執
行
作
用
は
、
相
対
的
に
拘
束
さ
れ
た
意
思
形
成
作
用
で
あ
り
、
執
行
は
法
律
適
合
性
の

理
念
の
下
に
あ
る
。Legalität

の
理
念
は
、
国
家
意
思
形
成
の
あ
る
段
階
に
お
い
て
、
民
主
制
と
矛
盾
す
る
。
立
法
の
民
主
制
が
前

提
と
さ
れ
た
と
し
て
も
、
執
行
の
法
律
適
合
性
が
民
主
制
の
形
式
で
最
も
よ
く
保
証
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
議
会
に
対
す
る

責
任
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
専
制
的
な
大
臣
制
、
独
任
機
関
に
よ
る
執
行
の
方
が
、
民
主
制
的
な
合
議
制
よ
り
適
切
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
合
議
制
に
お
い
て
は
、
責
任
感
が
弱
ま
り
、
責
任
追
及
も
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。Legalitätsprinzip

と
民
主
制
原
理
と

の
不
一
致
は
、
比
較
的
大
き
な
公
共
体
で
、
分
業
の
必
要
が
あ
ら
わ
れ
る
に
つ
れ
、
先
鋭
化
す
る
。
分
権
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
中

級
・
下
級
官
庁
を
徹
底
的
に
民
主
化
す
る
こ
と
は
、
立
法
の
民
主
制
が
廃
棄
さ
れ
る
危
険
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
、
公
法
理
論
に
お
い
て
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
原
理
が
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）（

31
）

（
32
）

（
33
）

（
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）
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）
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、「
法
段
階
説
」
と
し
て
知
ら
れ
る
法
の
動
態
的
分
析
の
中
で
法
創
設
の
方
法
を
論
じ
、
そ
こ
に
お

い
て
、
法
に
服
す
る
者
が
法
創
設
に
関
与
す
る
か
否
か
で
民
主
制
と
専
制
制
を
区
分
し
、
各
法
段
階
で
こ
の
区
分
が
問
わ
れ
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
立
法
の
民
主
化
と
行
政
の
民
主
化
の
関
係
を
検
討
し
、
後
者
の
推
進
が
前
者
を
危
険
に
さ
ら
す
、
法
律
に
よ
る
行
政
原
理

（Legalitätsprinzip

）
が
行
政
の
民
主
化
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
法
律
で
何
を
ど
こ
ま
で
規
律
す
べ
き
か
、
と

い
う
点
は
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
五
節　

小
括

　
　

第
一
款　

様
々
な
ケ
ル
ゼ
ン

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
様
々
な
立
場
に
お
い
て
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
に
か
か
わ
る
と
同
時
に
、
直
接
関
与

し
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、V

erfassungslegist

と
し
て
、
連
邦
憲
法
の
中
に
法
律
に
よ
る
行
政
に
つ
い
て
全
部
留
保
の
規
定
を
設
け
る
こ
と

に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、V

erfassungskom
m

entator

と
し
て
、
そ
の
連
邦
憲
法
の
規
定
を
そ
の
文
言
に
沿
っ
て

解
釈
し
、
ま
た
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
に
つ
い
て
、
規
定
の
文
言
の
意
義
を
強
調
す
る
形
で
解
釈
し
て
、
法
律
執
行
命
令
の
制
定

に
際
し
て
の
法
律
に
よ
る
全
部
留
保
を
導
き
、
そ
し
て
、
本
質
的
事
項
の
規
律
（ob

だ
け
で
な
くw

ie

）
の
必
要
性
を
説
い
た
。
さ

ら
に
、V

erfassungsrichter

と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
一
八
条
の
各
文
言
に
い
ち
い
ち
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
法
律
に
よ

っ
て
内
容
的
に
十
分
な
規
律
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
帰
結
を
導
く
と
と
も
に
、
裁
判
所
が
法
律
に
よ
る
委
任
の
限
界
を
判
断

で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、T

heoretiker

と
し
て
、「
法
段
階
説
」
の
文
脈
で
、
法
律
／
命
令
を
把
握
し
、
権
力
分
離
論
・
立
憲
君
主

（
36
）

（
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）
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制
的
行
政
論
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
す
る
と
同
時
に
、
立
法
の
民
主
化
と
行
政
の
民
主
化
の
関
係
に
お
い
て
、
後
者
が
法
律
に
よ
る
行

政
原
理
（Legalitätsprinzip

）
を
損
な
う
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
法
律
に
よ
る
行
政
」
へ
の
言
及
は
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
直
接

的
に
取
り
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
各
立
場
で
、「
法
律
に
よ
る
行
政
」
へ
の
対
応
を
違
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

第
二
款　

V
erfassungslegist/ V

erfassungskom
m

entator/ V
erfassungsrichter

　

こ
れ
ら
の
相
違
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
具
体
的
な
内
容
を
め
ぐ
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
違
い
で
あ
る
。

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、V

erfassungslegist

と
し
て
、「
す
べ
て
の
国
家
行
政
」
に
法
律
の
根
拠
、
法
律
に
よ
る
授
権
を
求
め
る
全
部
留
保

の
憲
法
規
定
（
一
八
条
）
を
導
い
た
。
連
邦
憲
法
制
定
に
際
し
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
役
割
の
大
き
さ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に

お
い
て
議
論
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
的
文
脈
（
親
ケ
ル
ゼ
ン
と
反
ケ
ル
ゼ
ン
）
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
例
え
ば
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
「
憲
法
の
父
」
で
は
な
く
建
築
依
頼
者
の
望
み
の
範
囲
で
そ
れ
を
具
体
化
し
た
「
憲
法
の
建
築
家
」
に

す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
近
年
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
影
響
を
相
対
的
に
捉
え
る
見
方
も
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

法
治
行
政
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
父
」
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、V

erfassungskom
m

entator

と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
一
八
条
に
つ
い
て
、
憲
法
の
編
纂
を
担
当
し
た
者
と

し
て
の
認
識
を
、
主
と
し
て
文
言
解
釈
の
形
で
表
し
、
ま
た
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
憲
法
の
規
定
の
文
言
解
釈
を
基
礎
と
し
て
、
命
令

と
の
関
係
で
法
律
の
全
部
留
保
を
導
き
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
法
律
の
十
分
な
規
律
密
度
を
求
め
た
。V

erfassungskom
m

entator

と
し
て
の
解
釈
は
、
法
学
に
よ
る
解
釈
（rechtsw

issenschaftliche Interpretation

）
で
あ
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
学
問
体
系
に
お
い

て
は
特
殊
国
家
学
（Besondere Staatslehre

）
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
に
展
開
さ
れ
た
法
解
釈
に
関
す

（
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）

（
39
）

（阪大法学）72（3・4-18）　646 〔2022.11〕



ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

る
彼
の
法
理
論
に
よ
れ
ば
、
公
権
的
解
釈
で
は
な
く
、
非
公
権
的
解
釈
で
あ
り
、
解
釈
の
「
枠
」
の
認
識
に
と
ど
ま
る
。
こ
こ
で
の
ケ

ル
ゼ
ン
に
よ
る
解
釈
に
お
い
て
文
言
の
意
義
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
法
理
論
と
符
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、V

erfassungsrichter

と
し
て
、
法
律
の
授
権
に
つ
い
て
定
め
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
一
八
条
を
、
法
律
に
十
分
な

規
律
密
度
も
求
め
て
い
る
と
解
釈
し
た
。V

erfassungsrichter

と
し
て
の
解
釈
は
、『
純
粋
法
学
』
か
ら
す
る
と
、
法
適
用
機
関
と

し
て
の
解
釈
、
公
権
的
解
釈
で
あ
り
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
枠
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
複
数
の
可
能
性
の
中
か
ら
一

つ
を
選
ぶ
意
思
行
為
、
法
創
造
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
律
の
授
権
に
つ
い
て
定
め
る
憲
法
規
定
か
ら
、
当
該
規
定
の
文
言
に
沿
っ
た

全
部
留
保
だ
け
で
は
な
く
、
規
定
の
文
言
か
ら
一
義
的
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
法
律
の
規
律
密
度
の
要
請
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

裁
判
官
の
判
断
権
と
が
、
文
言
を
援
用
す
る
こ
と
な
く
、
解
釈
と
し
て
導
出
さ
れ
た
（
つ
ま
り
、
目
的
論
的
解
釈
が
行
わ
れ
た
）。
す

な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
解
釈
がLegalitätsprinzip

を
導
い
た
の
で
あ
る
。

　
　

第
三
款T

heoretiker

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
理
論
家
と
し
て
、
法
を
静
態
的
な
ら
び
に
動
態
的
に
分
析
し
、
後
者
に
お
い
て
「
法
段
階
説
」
を
展
開
し
た
。
こ
の

憲
法
、
法
律
、
行
政
の
一
般
規
範
定
立
行
為
、
行
政
の
個
別
行
為
と
い
う
法
段
階
の
把
握
か
ら
は
、
行
政
活
動
に
法
律
に
よ
る
授
権
・

法
律
の
留
保
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
法
律
に
よ
る
規
律
密
度
は
要
求
さ
れ
な
い
。
法
律
で
ど
こ
ま
で
の
規
律
が
求
め
ら
れ

る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
定
憲
法
の
定
め
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
『
一
般
国
家
学
』
は
、
国
法
秩
序
を
一
般
的
に
（allgem

ein

）
説
明
す
る
理
論
で
あ
り
、
特
定
の
（besonder

）
国
法
秩
序
に
つ
い

て
叙
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、„ob

“だ
け
で
は
な
く„w

ie

“に
つ
い
て
の
法
律
に
よ
る
規
律
を
求
め
るLe-

galitätsprinzip

は
、
あ
く
ま
で
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
や
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
憲
法
と
い
う
実
定
憲
法
に
即
し
た
も
の

で
あ
り
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
一
般
国
家
学
』・『
純
粋
法
学
』
に
お
い
て
正
面
か
ら
取
り
扱
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
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）
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第
二
章　

イ
エ
ッ
シ
ュ
とGesetzm

äßigkeit der V
erw

altung
　

第
一
節　

イ
エ
ッ
シ
ュ
の
課
題
と
そ
こ
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
と
の
立
場
の
相
違

　

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、「
法
律
に
よ
る
行
政
」（Gesetzm

äßigkeit der V
erw

altung

）
の
根

本
的
な
見
直
し
を
図
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
律
に
よ
る
授
権
の
伝
統
的
限
定
（「
侵
害
留
保
」）
が
、
立
憲
君
主
制
の
本
質
的
要
素
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
、
そ
こ
か
ら
憲
法
構
造
が
転
換
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
立
憲
民
主
制
憲
法
た
る
基
本
法
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
ダ
ン
な

留
保
概
念
を
帰
結
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
、
あ
く
ま
で
も
法
律
学
的
方
法
に
よ
っ
て
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
分
析
し
よ
う
と
し
、
パ
ウ

ル
・
ラ
ー
バ
ン
ト
が
実
定
憲
法
の
国
法
学
的
分
析
を
政
治
的
分
析
あ
る
い
は
哲
学
的
分
析
と
区
別
し
た
こ
と
に
賛
成
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
際
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
方
法
の
純
粋
性
を
説
く
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
と
取
り
組
む
こ
と
を
行
わ
な
い
で
お
く
と
し
、
純
粋
法
学

は
法
理
論
と
し
て
は
模
範
的
で
あ
る
が
、
法
規
範
の
解
釈
に
は
役
に
立
た
な
い
。
法
理
論
と
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
の
間
に
厳
密
な
分
離

線
が
引
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
行
政
の
法
律
適
合
性
と
、
あ
ら
ゆ
る
行
政

活
動
が
権
限
規
範
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
メ
ル
ク
ル
＝
ケ
ル
ゼ
ン
流
の
法
段
階
説
的
意
味
、
法
理
論
的
意
義
を
持
つ
行
政
の
法
適
合

性
と
を
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
行
政
の
法
適
合
性
は
、
法
の
優
位
だ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
留
保
の
意
義
も
持
ち
、
執
行
権
の

あ
ら
ゆ
る
活
動
が
法
的
権
限
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
法
的
授
権
は
一
般
条
項
の

形
式
に
お
け
る
概
括
的
授
権
で
も
十
分
で
あ
り
、
行
政
の
法
律
適
合
性
と
は
異
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置
　

第
二
節　

イ
エ
ッ
シ
ュ
の
方
法
論
的
前
提
と
そ
の
実
定
憲
法
上
の
帰
結

　

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
自
ら
の
課
題
を
追
究
す
る
方
法
論
的
前
提
と
し
て
、
法
律
適
合
性
原
則
が
憲
法
構
造
の
機
能
で
あ
り
、
法
律
適
合

性
原
則
の
妥
当
、
内
包
、
外
延
は
、
各
憲
法
秩
序
（spezielle V

erfassungsordnung

）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
に
機
能
的
に
（funk-

tional
）
依
存
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
原
則
の
意
義
は
、
憲
法
構
造
と
共
に
変
化
す
る
。
伝
統
的
な
法
律
適
合
性
原
理
の

機
能
的
位
置
（funktionale Stellung

）
は
、
立
憲
君
主
制
の
憲
法
構
造
に
お
い
て
示
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
、
い
ま
や
変

更
さ
れ
た
憲
法
構
造
か
ら
、
法
律
適
合
性
原
則
に
つ
い
て
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
機
能
的
位
置
と
新
た
な
内
容
形
成
と
が
推
論
さ
れ
得
る

と
い
う
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
ボ
ン
基
本
法
の
新
た
な
憲
法
構
造
は
、
議
会
が
最
高
の
国
家
機
関
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
議
会
だ
け
が
、
憲
法
が
沈
黙
し
て
い
る
場
合
に
、
権
限
の
推
定
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
憲
君
主
制
下
と
は

異
な
り
、
議
会
は
、
最
早
、
統
治
・
行
政
領
域
に
お
け
る
執
行
権
の
自
然
の
自
由
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
執
行
権
に
活
動
す
る
た

め
に
必
要
な
権
限
を
付
与
す
る
。
執
行
権
は
、
政
府
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
政
治
的
決
定
に
関
し
て
憲
法
で
与
え
ら
れ
た
活
動
権
限
─
─

こ
れ
は
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
が
─
─
を
除
け
ば
、
法
律
に
よ
る
授
権
無
し
に
活
動
す
る
た
め
の
権
限
を
持
た
な
い
と
い
う
。

　

次
に
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
裁
判
権
を
分
析
し
て
、
そ
の
作
用
的
地
位
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
に
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

彼
は
一
九
五
六
年
の
博
士
論
文
の
中
で
権
力
配
分
原
理
の
分
析
を
行
い
、
そ
れ
に
は
、
国
家
基
本
作
用
を
任
務
配
分
と
し
て
記
述
す
る

作
用
理
論
、
あ
る
権
力
が
他
の
権
力
の
権
限
領
域
を
侵
す
こ
と
を
避
け
る
権
力
分
離
、
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し
て
ど
の
権
力
も
巨
大
に
な
ら
な
い
こ
と
を
目
指
す
権
力
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
三
つ
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
基
本
法
が
定
め

る
権
力
配
分
に
お
い
て
、
権
力
の
抑
止
は
、
司
法
権
に
よ
る
他
の
二
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
で
行
わ
れ
、
そ
の
任
務
に
対
応
し
て
、

司
法
は
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
史
上
初
め
て
、
他
の
二
権
力
か
ら
厳
密
に
分
離
さ
れ
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
基
本
法
九
二
─
一
〇
四

条
）。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
司
法
権
は
、
議
会
と
執
行
権
を
、
そ
の
活
動
が
憲
法
、
法
律
、
そ
の
他
の
法
に
適
合
し
て
い
る
か
に
基
づ
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い
て
監
視
す
る
。
さ
ら
に
、
議
会
は
、
執
行
権
を
法
的
お
よ
び
政
治
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
立
法
に
よ
っ
て
裁
判
を
拘
束
す
る
。
執

行
権
の
み
が
、
他
の
両
権
力
に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
作
用
を
持
た
な
い
。
全
て
の
行
政
活
動
は
司
法
審
査
可
能
な
の
で
あ
り
、
執
行

権
の
意
の
ま
ま
に
で
き
る
、
法
か
ら
自
由
な
領
域
は
最
早
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
前
提
に
し
て
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
基
本
法
の
下
で
は
、
概
括
的
授
権
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
執
行
権
は
議
会

の
授
権
規
範
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
議
会
は
限
界
づ
け
ら
れ
た
授
権
要
件
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

議
会
は
規
範
を
定
め
（N

orm
ierung

）、
統
制
す
る
（Lenkung

）
と
い
う
任
務
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
特
に
、

執
行
権
に
対
し
て
、
市
民
の
権
利
の
領
域
に
か
か
わ
る
措
置
を
授
権
す
る
場
合
、
議
会
の
授
権
の
形
式
は
よ
り
厳
密
な
要
請
を
受
け
る

が
、
要
請
の
程
度
は
、
介
入
、
請
求
権
の
あ
る
給
付
、
請
求
権
の
な
い
給
付
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
。
ま
ず
、
執
行
権
が
個
人

の
領
域
へ
の
介
入
を
授
権
さ
れ
る
場
合
、
行
政
官
庁
の
活
動
に
関
す
る
基
準
は
立
法
者
自
身
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
官
庁

に
よ
る
個
々
の
措
置
は
授
権
規
範
に
基
づ
い
て
「
測
定
可
能
」（m

eßbar

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
測
定
可
能
性
の
要
請
は
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
構
造
か
ら
生
じ
て
お
り
、
そ
の
際
、
最
も
重
要
な
憲
法
規
範
は
基
本
法
一
九
条
四
項
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
措
置
の
測
定
可
能
性
の
要
請
は
、
当
該
措
置
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
初
め
て
意
味

を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
測
定
可
能
性
の
要
請
は
、
立
法
者
が
、
当
該
措
置
を
評
価
す
る
こ
と
の
で
き
る
基
準
を
裁
判
官
に
与
え
る

こ
と
を
前
提
と
す
る
。
つ
ま
り
、
授
権
の
特
定
化
（Spezifizierung

）
は
、
立
法
者
自
身
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
立
法
者
が
そ

れ
を
裁
判
所
に
押
し
つ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
執
行
権
の
権
力
を
制
限
す
る
任
務
は
、
議
会
に
与
え
ら
れ
て
い
て
、
裁
判
権
は
、

憲
法
上
、
こ
の
限
界
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
監
視
す
る
こ
と
に
の
み
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
、
個
人
に
給
付
請
求
権

が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
給
付
の
拒
否
に
つ
い
て
、
一
九
条
四
項
が
完
全
な
権
利
保
護
を
与
え
る
。
こ
の
場
合
、
特
定
化
さ
れ
た
、

構
成
要
件
の
形
で
書
か
れ
た
授
権
が
、
介
入
の
授
権
の
場
合
と
同
じ
理
由
で
必
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
的
請
求
権
が
あ
る
に
も
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か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
負
担
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
行
政
裁
判
所
の
審
査
の
枠
組
み
の
中
で
、
裁
判
官
は
、

拒
否
を
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
厳
密
に
審
査
し
得
る
基
準
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
個
人
の
請
求
権
は
見
せ
か
け
だ
け

の
も
の
に
な
り
、
給
付
が
官
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
行
政

の
措
置
に
対
す
る
完
璧
で
実
効
的
な
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
か
ら
、
裁
判
所
が
測
定
可
能
な
よ
う
に
授
権
規
範
を
定
立
す

る
立
法
者
の
義
務
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
節　

小
括
─
イ
エ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
理
論
的
作
業

　
　

第
一
款　
「
憲
法
構
造
」
の
「
機
能
」
と
「
憲
法
構
造
」
と
し
て
の
「
権
力
の
配
分
」

　

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、「
憲
法
構
造
」
の
「
機
能
」
及
び
「
憲
法
構
造
」
と
し
て
の
「
権
力
の
配
分
」
と
い
う
二
つ
の
理
論
を
駆
使
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
の
法
律
適
合
性
原
理
を
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
把
握
し
、
具
体
的
な
憲
法
内
容
を
基
本
法
か
ら
導
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
行
政
の
法
律
適
合
性
原
理
を
「
憲
法
構
造
」
の
「
機
能
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
立
憲
君
主
制
の
そ
れ
と

立
憲
民
主
制
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
を
、
基
本
法
に
お
け
る
具
体
的
な
言
明
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
全
部
留
保
が
採
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
九
二
─
一
〇
四
条
で
示
さ
れ
る
「
憲
法
構
造
」
か
ら
、
基
本
法
下
の
「
権

力
の
配
分
」
に
お
い
て
、
他
の
二
権
と
厳
密
に
分
離
さ
れ
た
司
法
権
が
他
の
権
力
を
法
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ

る
。
ま
た
、
議
会
は
、
権
力
分
立
か
ら
、
執
行
権
を
法
的
お
よ
び
政
治
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
任
務
を
担
う
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
執
行
権
の
意
の
ま
ま
に
で
き
る
、
法
か
ら
自
由
な
領
域
は
な
い
と
す
る
。
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
う
い
っ
た
基
本
法
下
の
憲
法
構
造

を
背
景
と
し
つ
つ
、
議
会
が
執
行
権
に
対
す
る
限
界
付
け
ら
れ
た
授
権
要
件
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
基
本
法

一
九
条
四
項
か
ら
、
行
政
活
動
の
裁
判
所
の
よ
る
審
査
可
能
性
が
導
か
れ
る
と
し
て
、
基
本
法
の
下
で
は
、
裁
判
官
に
基
準
を
与
え
な
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い
概
括
的
授
権
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

第
二
款　

理
論
の
働
き
と
意
義

　
「
憲
法
構
造
」
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
理
論
は
、
憲
法
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
示
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
比
較
の
ひ

と
つ
は
、
通
時
的
な
比
較
で
あ
り
、
立
憲
君
主
制
憲
法
と
立
憲
民
主
制
憲
法
と
の
比
較
対
照
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
注
意
を
要
す
る

の
が
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
が
こ
う
い
っ
た
理
論
を
切
実
に
必
要
と
し
た
ド
イ
ツ
の
状
況
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
立
憲

君
主
制
憲
法
た
る
大
日
本
帝
国
憲
法
か
ら
立
憲
民
主
制
憲
法
た
る
日
本
国
憲
法
へ
と
転
換
し
た
日
本
に
お
い
て
と
は
異
な
り
、
ヴ
ァ
イ

マ
ル
憲
法
に
お
い
て
立
憲
民
主
制
が
実
現
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
法
律
適
合
性
原
則
が
、
立
憲
君
主
制
憲
法
た

る
帝
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
の
そ
れ
と
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
基
本
法
下
の
新
た
な
法
律
適
合
性
原

則
を
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
下
で
も
一
応
確
立
し
て
い
た
法
治
国
家
原
則
や
民
主
制
原
則
か
ら
直
接
導
く
こ
と
は
せ
ず
、
基
本
法
の
「
構

造
」
の
下
の
「
機
能
」
と
「
権
力
の
配
分
」
か
ら
説
明
し
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
下
の
そ
れ
と
は
別
の
も
の
と
し
て
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

議
会
や
裁
判
所
の
位
置
付
け
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
全
部
留
保
と
、
概
括
的
授
権
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
を
内
容
と
す
る

新
た
な
法
律
に
よ
る
行
政
原
理
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
比
較
は
、
共
時
的
な
比
較
、
他
の
立
憲
民
主
制
憲
法
と
の
比
較
で
あ
り
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
を

意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
〇
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
で
は
、
前
述
の
通
り
、
一
八
条
の
中
で
、
イ
エ

ッ
シ
ュ
が
法
律
適
合
性
を
め
ぐ
る
解
釈
に
お
い
て
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
全
部
留
保
が
実
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
実
定
憲
法
規
定
な
の
で
あ
り
、
基
本
法
の
解
釈
に
直
接
関
係
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
規
定
の
背
後
に
ヴ
ィ
ー
ン
学

派
の
法
段
階
説
と
の
関
連
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
法
理
論
か
ら
導
か
れ
る
の
は
法
適
合
性
で
あ
る
。
こ
の
法

適
合
性
が
一
定
の
留
保
の
意
義
を
持
ち
、
執
行
権
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
法
的
権
限
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
導
出
し
た
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と
し
て
も
、
こ
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
法
的
授
権
は
概
括
的
授
権
で
も
十
分
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
エ
ッ
シ
ュ
が
追
究
し
よ
う
と
し

て
い
る
行
政
の
法
律
適
合
性
と
は
異
な
る
。
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
法
理
論
的
認
識
、
法
政
策
的
要
請
、
実
定
化
さ
れ
た
原
則
の
間
は
、
厳

密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
実
定
憲
法
た
る
基
本
法
の
「
構
造
」
の
下
の
「
機
能
」
と

「
権
力
の
配
分
」
か
ら
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
別
の
形
で
法
律
に
よ
る
行
政
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
章　

ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
と
イ
エ
ッ
シ
ュ
の
理
論

　

第
一
節　

ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
─
法
理
論

　

ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
、
理
論
は
、
法
・
法
秩
序
の
一
般
的
に
妥
当
す
る
正
し
い
・
客
観
的
言
明
を
追
究
す
る
も
の
、
法
理
論
で
あ
る
。

確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
法
理
論
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
認
識
が
、
具
体
的
な
憲
法
秩
序
の
理
解
や
そ
れ
へ
の
対
応
に
意
義
を
有
す
る
こ

と
も
多
々
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
理
論
を
、
実
定
憲
法
秩
序
の
構
造
、
原
理
、
作
用
を
省
察
す
る
た
め
の
道
具
・

鍵
と
し
て
は
捉
え
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
歴
史
的
に
偶
有
的
（kontingent

）
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
立
憲
民
主
制
を
信
奉
し
、
そ
の
生
成
、
発
展
、
維
持
に
努
め
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
の
編
纂
に
深
く
か
か
わ

り
、
憲
法
裁
判
所
の
中
心
的
な
裁
判
官
と
し
て
そ
の
発
展
・
維
持
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
見
た
法
律
に
よ
る
行
政
原
理
へ
の

か
か
わ
り
方
は
、
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
原
理
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
妥

当
す
る
正
し
い
・
客
観
的
言
明
を
提
示
し
な
か
っ
た
。
実
定
憲
法
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
別
用
で
あ
り
得
る
実
定
憲
法
上
の
原
理
を
、

普
遍
性
・
一
般
性
に
定
位
す
る
理
論
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
は
切
り
離
し
た
の
で
あ
る
。

（
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）

（
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）
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第
二
節　

イ
エ
ッ
シ
ュ
と
理
論
─
法
理
論
と
憲
法
理
論

　
　

第
一
款　

イ
エ
ッ
シ
ュ
と
法
理
論

　

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
行
っ
た
よ
う
な
法
理
論
的
研
究
の
意
義
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
自
身
が

ケ
ル
ゼ
ン
と
同
等
の
抽
象
度
に
あ
る
理
論
的
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
不
確
定
法
概
念
と
裁
量
を
、
憲
法
的
観
点
の
み

な
ら
ず
法
理
論
的
観
点
か
ら
も
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
分
量
・
頁
数
は
、
法
理
論
的
考
察
が
憲
法
的
考
察
の
四
倍
以
上
（
七

〇
頁
対
一
六
頁
）
も
あ
り
、
彼
の
法
理
論
へ
の
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
の
特
定
部

分
、
法
解
釈
の
法
理
論
た
る
解
釈
の
「
枠
」
の
理
論
を
批
判
し
、
そ
の
克
服
ま
で
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン

の
純
粋
法
学
（
第
二
版
、
一
九
六
〇
年
）
に
対
す
る
書
評
の
中
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
学
説
に
お
い
て
使
え
る
（brauchbar

）
解
釈
理
論

が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
法
規
範
の
拘
束
力
あ
る
内
容
の
突
き
止
め
（Erm

ittelung

）（
解
釈
方
法
と
し
て
の

法
律
学
的
実
証
主
義
の
問
題
）
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
純
粋
法
学
は
、
法
律
学
的
な
も
の
と
メ
タ
法
律
学
的
な
も
の
を
分
離
す
る
こ

と
を
求
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
隔
離
と
い
う
方
法
が
実
定
法
の
解
釈
に
は
妥
当
し
な
い
と
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
を
批

判
す
る
。
法
は
、
意
味
構
成
体
（Sinngefüge

）
と
し
て
の
み
内
容
を
持
っ
た
秩
序
と
し
て
認
識
・
把
握
さ
れ
、
こ
の
内
容
は
、
法
律

学
的
な
・
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
方
法
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
得
る
が
、
メ
タ
法
律
学
的
中
味
か
ら
自
由
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
に

よ
っ
て
刻
印
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
秩
序
の
内
容
を
突
き
止
め
る
た
め
に
、
規
範
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
の
意
味
内
容

に
手
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
決
定
的
な
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
問
題
を
解
く
た
め
の
方
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は

法
学
の
任
務
で
あ
る
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
メ
タ
法
律
学
的
な
中
味
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
解
釈
方
法
論
が
批
判
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

（
58
）

（
59
）

（
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置
　
　

第
二
款　

イ
エ
ッ
シ
ュ
と
憲
法
理
論

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
を
真
剣
に
受
け
止
め
、
自
ら
も
法
理
論
的
研
究
を
展
開
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論

と
格
闘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
に
は
、
法
の
一
般
的
に
妥
当
す
る
正
し
い
・
客
観
的
言
明
を
追
究
す
る
理
論
的
研

究
だ
け
で
は
十
分
で
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、
純
粋
法
学
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
に
存
在
す
る
、
そ
こ
に
お
い
て
理
論
が
具
体
的
な

実
定
憲
法
秩
序
と
関
連
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
別
の
理
論
レ
ベ
ル
が
必
要
で
あ
っ
た
。
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
憲
法
の
テ
キ
ス
ト
を
理

解
し
、
そ
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
把
握
す
る
た
め
の
理
論
的
コ
ン
セ
プ
ト
を
要
し
た
。
彼
は
、
理
論
な
し
に
実
定
憲
法
に
手
を
出
せ
る
な

ど
と
い
う
の
は
幻
想
で
あ
り
、
理
論
が
、
実
定
憲
法
秩
序
を
理
解
す
る
省
察
領
域
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
彼
が
展
開

し
た
「
憲
法
構
造
」
に
関
す
る
理
論
は
、
そ
の
よ
う
な
理
論
で
あ
り
、
憲
法
理
論
と
呼
び
得
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

ケ
ル
ゼ
ン
と
イ
エ
ッ
シ
ュ
の
理
論
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
法
理
論
と
憲
法
理
論
と
い
う
二
つ
の
型

の
理
論
は
、
異
な
っ
た
抽
象
度
と
機
能
を
持
っ
て
い
る
が
、
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
の
分
析
に
即
す
る
と
、
法
理
論
が
学
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
属
す
る
も
の
な
の
に
対
し
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
が
法
律
に
よ
る
行
政
に
お
い
て
展
開
し
た
憲
法
理
論
は
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
属
す
る
も
の
、
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ケ
ル
ゼ
ン
と
イ
エ
ッ
シ
ュ
の
理
論
の
方
法
論
的
位
置
関
係
・
布
置

を
理
解
す
れ
ば
、
過
去
お
よ
び
現
在
の
国
法
学
・
憲
法
学
に
お
け
る
理
論
的
諸
研
究
を
分
析
し
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
を
通
じ
て
、
理
論
的
研
究
を
測
る
尺
度
や
、
我
々
が
理
論
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
的
な
ど
が
、
問
わ

れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
二
七
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
「『
三
角
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
プ
レ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
筆
者
が
行
っ

（
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（
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た
報
告
（D

ie m
ethodische K

onstellation der T
heorien von K

elsen und Jesch

）
を
論
文
の
形
式
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
で
説
明
す
る
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
あ
り
方
を
厳
し
く
批
判
す
る
『
越
境
す
る
司
法
』
の
著
者
達
を
「
第
一
辺
」、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
あ
り
方
に
寄
り
添
う
形
で
そ
の
検
討
を
進
め
る
ド
イ
ツ
の
研
究
者
を
「
第
二
辺
」、
日
本
等
東
ア
ジ
ア
で
こ
の
議
論
を
客

観
的
に
分
析
す
る
研
究
者
を
「
第
三
辺
」
と
す
る
『
三
角
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
を
、
二
〇
二
〇
年
九
月
二
六
日
、
二
七
日
に
大
阪
大
学
で
開
催
す

る
こ
と
が
、
予
定
さ
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、

Ⅰ
国
法
学
に
お
け
る
議
論
の
焦
点

　

一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
と
連
邦
憲
法
裁
判
所

　

二
法
治
国
家
性
と
民
主
制
─
最
前
線
と
し
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所

Ⅱ
国
法
学
の
省
察
と
方
法

　

三
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
本
質
と
機
能

　

四
理
論
の
建
設
的
展
開
の
可
能
性

と
い
う
四
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
各
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
報
告
者
一
名
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
二
名
で
、
各
「
辺
」
か
ら
四
名
ず
つ
計
一
二
名

が
参
加
す
る
形
で
計
画
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
蔓
延
の
た
め
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
延
期
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
三
月
二
七
日
に
、
第
四
セ
ッ

シ
ョ
ン
の
み
が
「
プ
レ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
さ
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
主
報
告
を
筆
者
が
行
っ
た
ほ
か
、
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
と
し
て
、「
第
一
辺
」
か
ら
マ
テ
ィ
ア
ス
・
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
氏
（
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
）、「
第
二
辺
」
か
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ブ
ム

ケ
氏
（
ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
）
が
登
壇
し
た
。
プ
レ
シ
ン
ポ
に
は
、
他
に
、「
第
一
辺
」
か
ら
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル

ガ
ー
（
ケ
ル
ン
大
）、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
レ
プ
シ
ウ
ス
（
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
）、
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ラ
ー
ス
（
フ
ン
ボ
ル
ト
大
）
の
各
氏
、「
第
二

辺
」
か
ら
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
（
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
、
元
連
邦
憲
法
裁
判
所
長
官
）、
ア
ン-

カ
タ
リ
ン
・
カ
ウ
フ
ホ
ー
ル
ド

（
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
）、
ト
ー
マ
ス
・
ヴ
ィ
シ
ュ
マ
イ
ヤ
ー
（
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
）
の
各
氏
、「
第
三
辺
」
か
ら
鈴
木
秀
美
（
慶
応
大
）、
高

田
倫
子
（
大
阪
市
大[

当
時]

）
の
各
氏
、
そ
れ
以
外
に
エ
ヴ
ァ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ー
ダ
ー
リ
ン
（
ウ
イ
ー
ン
大
）、
片
桐
直
人
（
大
阪
大
）、
栗
島

智
明
（
埼
玉
大
）、
原
島
啓
之
（
大
阪
大
）
の
各
氏
が
参
加
し
、
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
（
そ
の
他
に
も
、
黃
舒
芃
（
台
湾
ア
カ
デ
ミ
ー
）、

ト
マ
・
オ
ッ
ク
マ
ン
（
ラ
ン
ス
大
）
の
各
氏
が
書
面
参
加
の
形
で
関
与
し
た
）。
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
計
画
・
部
分
実
施
さ
れ
得
た
の
は
、
大
阪
大
学
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
来
、
日
本
と
ド
イ
ツ
語
圏
と
の
公
法

分
野
に
お
け
る
学
術
交
流
の
重
要
拠
点
と
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
谷
口
勢
津
夫
教
授
は
、
大
阪
大
学
在
任
中
、
ド
イ
ツ
と
の
学
術
交
流
を

積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
発
展
に
目
ざ
ま
し
い
貢
献
を
さ
れ
た
。

M
atthias Jestaedt, O

liver Lepsius, Christoph M
öllers, Christoph Schönberger, D

as entgrenzte Gericht

─Eine 
kritische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin, Suhrkam

p, 2011.
日
本
に
お
い
て
二
〇
一
四
年
に
そ
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
た
。
鈴
木
秀
美
、
高
田
篤
、
棟
居
快
行
、
松
本
和
彦
監
訳
、
マ
テ
ィ
ア
ス
・
イ
エ
シ

ュ
テ
ッ
ト
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
レ
プ
シ
ウ
ス
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ラ
ー
ス
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
著
『
越
境
す
る
司
法
─
ド
イ
ツ

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
光
と
影
』（
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）。

本
書
は
、
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
の
新
書
版
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
読
者
と
し
て
、
法
学
、
法
実
務
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
々
も

想
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
売
れ
行
き
は
、
出
版
前
の
想
定
を
は
る
か
に
超
え
た
と
い
う
（
高
田
篤
「
解
題
」
鈴
木
他
・
前
掲
註

（
二
）
所
収
三
六
六
頁
）。

方
法
論
的
問
題
以
外
の
主
要
問
題
と
し
て
、
二
つ
の
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
の

問
題
で
あ
る
。『
緑
本
』
に
お
い
て
は
、
国
際
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
対
す
る
憲
法
の
、
欧
州
司
法
裁
判
所
と
欧
州
人
権
裁
判
所
に
対
す
る
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
相
対
化
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
民
主
制
の
下
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
九
八

〇
年
代
以
来
、
民
主
制
原
理
が
実
務
と
学
説
で
次
第
に
大
き
な
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
治
国
家
と
民
主

制
の
関
係
が
新
た
に
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。『
緑
本
』
で
は
、
民
主
制
の
下
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
作
用
方
法
と
正
統
化
が
分
析
さ
れ

て
い
る
。

近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
再
読
に
つ
い
て
は
、
高
田
篤
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
『
再
発
見
』
と
国
法
学
の
『
変

動
』」
の
兆
し
」
辻
村
み
よ
子
・
長
谷
部
恭
男
・
石
川
健
治
・
愛
敬
浩
二
［
編
］『「
国
家
と
法
」
の
主
要
問
題
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八

年
）
所
収
参
照
。

Jens K
ersten, Georg Jellinek und die klassische Staatslehre, T

übingen, M
ohr Siebeck, 2000.

A
nna-Bettina K

aiser (H
rsg.), D

er Parteienstaat: Zum
 Staatsverständnis von Gerhard Leibholz, N

om
os, Baden-Baden, 

2013.

（
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既
に
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
の
法
律
に
よ
る
行
政
原
理
の
テ
キ
ス
ト
が
日
本
や
ド
イ
ツ
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、「
公

法
学
テ
キ
ス
ト
の
受
容
と
そ
の
文
脈
─D

ietrich Jesch

の
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」
毛
利
透
、
須
賀
博
志
、
中
山
茂
樹
、

片
桐
直
人
編
『
比
較
憲
法
学
の
現
状
と
展
望　

初
宿
正
典
先
生
古
稀
祝
賀
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
で
取
り
扱
い
、
そ
の
中
で
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
イ
エ
ッ
シ
ュ
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
も
紹
介
し
た
。
本
稿
で
は
、
方
法
論
に
重
点
を
置
く
。

Rudolf A
ladár M

étall, H
ans K

elsen: Leben und W
erk, W

ien, Franz D
euticke, 1969, S. 112.

例
え
ば
、
憲
法
裁
判
所
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ー
ダ
ー
リ
ン
の
論
稿
を
参
照
。 

ヴ
ィ
ー
ダ
ー
リ
ン
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
憲
法
裁
判
所

制
度
の
「
父
」
で
は
な
く
「
母
」
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
他
の
人
々
の
政
治
的
・
学
的
刺
激
を
受
け
て
、
憲
法
編
集
者

（Legist

）
と
し
て
憲
法
裁
判
制
度
を
懐
胎
し
こ
の
世
に
産
み
出
し
た
。
そ
し
て
、
憲
法
裁
判
所
判
事
（Richter

）
と
し
て
そ
れ
を
危
機
的

な
最
初
の
時
期
に
育
て
上
げ
た
。
ま
た
、
憲
法
理
論
家
（T

heoretiker

）
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
批
判
に
対
し
て
、
憲
法
裁
判
制
度
を
擁
護
し

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
（Ew

ald W
iederin, D

er österreichische V
erfassungsgerichtshof als Schöpfung H

ans K
elsen und sein 

M
odellcharakter als eigenständiges V

erfassungsgericht, in: T
hom

as Sim
on/Johannes K

alw
oda (H

rsg.), Schutz der 
V

erfassung. N
orm

en, Institutionen, H
öchst- und V

erfassungsgerichte. T
agung der V

ereinigung für 
V

erfassungsgeschichte in H
ofgeism

ar vom
 12. bis 14. M

ärz 2012

（=Beihefte zu „D
er Staat

“ Bd. 22), Berlin, D
uncker &

 
H

um
blot, 2014, S. 306

）。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
法
源
は
、
単
一
の
憲
法
典
の
み
で
は
な
い
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
に
は
、
以
下
の
も
の
が
属
す
る
。

⒜　
「
連
邦
憲
法
」（Bundes-V

erfassungsgesetz
）

⒝　
「
憲
法
律
」（V

erfassungsgesetz

）

　
　

こ
れ
は
、「
連
邦
憲
法
」
以
外
で„V

erfassungsgesetz
“と
い
う
名
称
を
を
付
さ
れ
た
ま
と
ま
っ
た
憲
法
典
で
あ
る
。

⒞　

単
純
法
律
中
に
含
ま
れ
る
「
憲
法
規
定
」（V

erfassungsbestim
m

ung

）

　

こ
れ
は
、
通
常
の
法
律
の
中
に„V

erfassungsbestim
m

ung

“と
い
う
見
出
し
を
付
し
て
お
か
れ
る
、
そ
の
法
律
中
に
あ
る
特
定
の
章
、

条
文
等
を
い
う
。

⒟　

憲
法
と
同
ラ
ン
ク
の
条
約
、
お
よ
び
、
法
律
と
同
ラ
ン
ク
の
条
約
中
の
憲
法
ラ
ン
ク
の
規
定
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
の
成
立
、
展
開
、
特
徴
に
つ
い
て
は
、
高
田
敏
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法　

解
説
」
畑
博
行
・
小
森
田
秋
夫
編
『
世
界

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

の
憲
法
集
』（
有
信
堂
、
二
〇
一
八
年
）
一
〇
八
─
一
一
五
頁
参
照
。

こ
の
規
定
の
成
立
過
程
、
意
義
に
つ
い
て
は
、
専
ら
、
高
田
敏
『
オ
ー
ス
ト
リ
ー
法
治
主
義
（Legalitätsprinzip

）
の
比
較
法
的
研

究
』
平
成
六
年
度
～
平
成
八
年
度
科
学
研
究
補
助
金
（
基
盤
研
究
🄒
⑵
）
研
究
成
果
報
告
書
（
課
題
番
号06620020

）、
一
九
九
八
年
に
依
る
。

併
せ
て
参
照
、Bin T

akada, Entw
icklungstendenzen des Rechtsstaates und der Gesetzm

äßigkeit der V
erw

altung in Japan 
aus rechtsvergleichender Sicht, in: ders., Rechtsstaat und Rechtsstaatsdenken im

 japanisch-deutschen V
ergleich, 

T
übingen, M

ohr Siebeck, 2019, S. 121 ff.
個
別
行
為
に
つ
い
て
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
原
理
が
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
（
行
政
の
規
範
定
立
行
為
（
命
令
）
に
つ
い
て
、
そ

の
根
拠
を
憲
法
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
広
く
見
ら
れ
る
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
憲
法
伝
統
に
よ
る
、
と
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
の
行
使
に
関
す
る
一
八
六
七
年
一
二
月
二
一
日
国
家
基
本
法
」
第
一
一
条
は
、「
国
家
官
庁
は
、
そ
の
権
限
の

範
囲
内
で
、
法
律
の
根
拠
に
基
い
て
、
命
令
を
発
し
、
下
命
を
な
す
権
能
を
有
す
る
…
。」
と
定
め
て
い
た
の
で
あ
る
（
高
田
敏
・
前
掲
註

（
一
二
）『
オ
ー
ス
ト
リ
ー
法
治
主
義
（Legalitätsprinzip

）
の
比
較
法
的
研
究
』
一
六
頁
）。

Georg Schm
itz, D

ie V
orentw

ürfe H
ans K

elsens für die österreichische Bundesverfassung, W
ien, M

anz, 1981, S. 192 
f.; Felix Erm

acora (H
rsg.), D

ie österreichische Bundesverfassung und H
ans K

elsen　

A
nalysen und M

aterialien, W
ien, 

W
ilhelm

 Braum
üller, 1982, S. 156 f.; 

高
田
敏
・
前
掲
註
（
一
二
）『
オ
ー
ス
ト
リ
ー
法
治
主
義
（Legalitätsprinzip

）
の
比
較
法
的
研

究
』
一
七
～
一
九
頁
。
憲
法
の
諸
草
案
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
第
一
草
案
第
五
二
条

　

連
邦
の
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
は
、
連
邦
憲
法
お
よ
び
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
議
決
さ
れ
連
邦
参
議
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
法
律
の
根

拠
に
も
と
づ
い
て
の
み
、
行
使
さ
れ
得
る
。

ケ
ル
ゼ
ン
第
二
草
案
第
六
二
条

　

連
邦
の
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
は
、
連
邦
憲
法
お
よ
び
連
邦
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
行
使
さ
れ
得
る
。

　

各
官
庁
は
、
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
自
ら
の
権
限
内
で
、
執
行
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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ケ
ル
ゼ
ン
第
三
・
第
六
草
案
第
四
九
条

　

連
邦
の
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
は
、
連
邦
憲
法
お
よ
び
連
邦
議
会
で
議
決
さ
れ
た
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
行
使
さ
れ
得
る
。

　

各
官
庁
は
、
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
自
ら
の
権
限
内
で
、
執
行
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
イ
ヤ
ー
案
第
五
六
条

　

連
邦
の
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
は
、
連
邦
憲
法
お
よ
び
連
邦
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
行
使
さ
れ
得
る
。

　

各
官
庁
は
、
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
自
ら
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
ン
ツ
案
第
五
九
条

　

連
邦
の
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
は
、
連
邦
憲
法
お
よ
び
連
邦
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
行
使
さ
れ
得
る
。

　

各
官
庁
は
、
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
自
ら
の
権
限
内
で
、
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

憲
法
委
員
会
小
委
員
会
第
一
草
案
第
五
九
条

　

連
邦
の
統
治
権
お
よ
び
執
行
権
は
、
連
邦
憲
法
お
よ
び
連
邦
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
行
使
さ
れ
得
る
。

　

各
官
庁
は
、
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
自
ら
の
権
限
内
で
、
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

憲
法
委
員
会
小
委
員
会
第
二
草
案
第
一
四
条aa

　

す
べ
て
の
国
家
行
政
は
、
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
行
使
さ
れ
得
る
。

　

各
行
政
官
庁
は
、
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
自
ら
の
権
限
内
で
、
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ew
ald W

iederin, In aller N
üchternheit: Ö

sterreichs erster V
erfassungskom

m
entar, in: H

ans K
elsen W

erke 8, 
T

übingen, M
ohr Siebeck, 2020, S. 33 ff.

H
ans K

elsen/ Georg Froehlich/ A
dolf M

erkl, Bundesverfassung, 1922, in: H
ans K

elsen W
erke 8, T

übingen, M
ohr 

Siebeck, 2020, S. 125 ff.

（
15
）

（
16
）
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

同
旨
の
解
釈
を
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
単
著
と
し
て
公
表
し
た
連
邦
憲
法
の
解
説
の
中
で
も
、
大
幅
に
短
縮
し
た
形
で
行
っ
て
い
る
（H

ans 
K

elsen, D
ie V

erfassung O
esterreichs, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenw

art, Band X
I, 1922, S. 245

）。

Ew
ald W

iederin, H
ans K

elsen als praktischer V
erfassungsrechtler, in: N

ikitas A
liprantis/T

hom
as O

lechow
ski 

(H
rsg.), H

ans K
elsen: D

ie A
ktualität eines großen Rechtsw

issenschafters und Soziologen des 20. Jahrhunderts, W
ien, 

M
anz, 2014, S. 113.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
境
に
位
置
す
る
ヴ
ァ
イ
ト
ゥ
ラ
（W

eitra

、
チ
ェ
コ
名V

itorazsko

）
と
フ
エ
ル
ツ
ベ
ル
ク

（Feldsberg
、
チ
ェ
コ
名V

alčicko

）
は
、
第
一
次
大
戦
後
、
サ
ン
ジ
ェ
ル
マ
ン
条
約
（
一
九
一
九
年
九
月
）
に
よ
っ
て
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ

ア
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
条
約
は
、
一
九
二
〇
年
七
月
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
連
合
国
・
同
盟
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
た
が
、
チ
ェ

コ
ス
ロ
バ
キ
ア
議
会
が
夏
期
休
会
中
で
あ
っ
た
た
め
、
常
任
委
員
会
が
併
合
の
命
令
（V

erfügung

）
を
発
し
た
。
そ
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た

の
で
あ
る
（Jana O

sterkam
p, V

erfassungsgerichtsbarkeit in der T
schechoslow

akei (1920-1939) V
erfassungsidee – 

D
em

okratieverständnis – N
ationalitätenproblem

, Frankfurt am
 M

ain, V
ittorio K

losterm
ann, 2009, S. 94 f.)

。

O
sterkam

p (A
nm

. 19), S. 99.
H

ans K
elsen, D

as V
erhältnis von Gesetz und V

erordnung nach der čechoslovakischen V
erfassungsurkunde, in: 

Parlam
ent 2 (1923), S.392.

こ
の
論
文
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
鑑
定
書
の
内
容
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。

K
elsen (A

nm
. 21), S. 393 ff.

こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
て
き
た
研
究
で
は
、
こ
の
判
決
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
記
し
た
文
書
が
欠
け
て
は
い
る

が
、
他
の
判
決
の
時
代
的
連
関
か
ら
し
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
関
与
が
推
量
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
（Robert W

alter, H
ans K

elsen als 
V

erfassungsrichter, W
ien, M

anz, 2005, S. 36

）。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
が
二
〇
一
九
年
三
月
に
ウ
イ
ー
ン
で
行
っ
た
調
査
に
よ
っ
て
、

以
下
の
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
同
判
決
に
関
す
る
国
立
文
書
館
（Staatsarchiv

）
の
記
録
を
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
つ
い
て
の
著
作
も
あ
る
エ

ア
マ
ッ
コ
ー
ラ
教
授
が
紛
失
し
た
。
し
か
し
、
エ
ア
マ
ッ
コ
ー
ラ
教
授
の
弟
子
に
あ
た
る
エ
ー
リ
ン
ガ
ー
教
授
が
、
同
記
録
の
コ
ピ
ー
を
保
持

し
て
い
た
。
筆
者
は
、
ウ
イ
ー
ン
大
学
の
ヴ
ィ
ー
ダ
ー
リ
ン
教
授
を
通
じ
て
、
そ
の
コ
ピ
ー
の
コ
ピ
ー
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
（V

 
3/23 Protokoll über die n. ö Sitzung des V

erfassungsgerichtshofes am
 19. M

ärz 1923, S. 29

）。
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
同
判
決

の
評
議
に
お
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
が
担
当
者
（Referent

）
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
お
よ
そ
判
決
の
原
案
を
書
く
裁

（
17
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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判
官
は
三
名
い
た
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
そ
の
一
人
で
あ
り
、
本
判
決
に
お
い
て
は
原
案
作
成
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。

Erk V
fSlg 176/1923 (V

 3/23), S. 13 f.
H

ans K
elsen, A

llgem
eine Staatslehre, Bad H

om
burg, Berlin, Zürich, V

erlag D
r. M

ax Gehlen, 1966 [Berlin, 
H

eidelberg, N
ew

 Y
ork, Springer-V

erlag, 1925].

『
一
般
国
家
学
』
の
普
及
版
を
公
刊
し
た
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
、
こ
れ
を
『
純
粋
法
学
0
版
』
と
位
置
づ
け
て
い
る(M

atthias 
Jestaedt, W

iener Sum
m

e – D
ie „A

llgem
eine Staatslehre

“ als K
elsens vollständigstes W

erk–, in: H
ans K

elsen, A
llgem

eine 
Staatslehre – Studienausgabe der O

riginalausgabe 1925–, T
übingen u. W

ien, M
ohr Siebeck u. V

erlag Ö
sterreich, 2019, S. 

L f.)

。K
elsen (A

nm
. 25), S. 237 f.

K
elsen (A

nm
. 25), S. 247 f.

K
elsen (A

nm
. 25), S. 258 f.

K
elsen (A

nm
. 25), S. 364 f.

K
elsen (A

nm
. 25), S. 366 f.

そ
の
後
の
『
純
粋
法
学
』
の
諸
著
作
に
お
い
て
も
、
行
政
の
法
律
適
合
性
に
つ
い
て
の
叙
述
は
見
ら
れ
な
い
。『
純
粋
法
学
』
か
ら
導
き

出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
行
政
の
法
適
合
性
の
み
で
あ
る
（vgl. D

ietrich Jesch, Gesetz und V
erw

altung, T
übingen, J.C.B. M

ohr 
(Paul Siebeck), 1961, S. 34

）。

法
律
に
よ
る
行
政
原
理
をLegalitätsprinzip

と
称
す
る
の
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
法
学
の
（
ド
イ
ツ
公
法
学
に
は
無
い
）
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
概
念
が
こ
の
意
味
に
お
い
て
初
め
て
使
用
さ
れ
た
の
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
弟
子
で
あ
る
メ
ル
ク
ル
の
『
一
般
行
政
法
』（A

dolf M
erkl, 

A
llgem

eines V
erw

altungsrecht, W
ien u. Berlin, V

erlag v. Julius Springer, 1927, S. 104, 163 ff.

）
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
併
せ

て
参
照
、
高
田
敏
・
前
掲
（
一
二
）『
オ
ー
ス
ト
リ
ー
法
治
主
義
（Legalitätsprinzip

）
の
比
較
法
的
研
究
』
二
四
頁
。

H
ans K

elsen, V
om

 W
esen und W

ert der D
em

okratie, 2. A
ufl., A

alen, Scientia V
erlag, 1981 [T

übingen, J.C.B. M
ohr 

(Paul Siebeck), 1929].
K

elsen (A
nm

. 34), S. 70 ff.

（
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）

（
35
）

（阪大法学）72（3・4-34）　662 〔2022.11〕



ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

『
民
主
制
の
本
質
と
価
値　

初
版
』（H

ans K
elsen, V

om
 W

esen und W
ert der D

em
okratie, T

übingen, J.C.B. M
ohr (Paul Siebeck), 

1920, S. 20 f 

）
に
お
い
て
は
、
法
創
設
の
過
程
は
、
立
法
に
と
っ
て
の
ル
ー
ル
た
る
憲
法
か
ら
始
ま
り
、
命
令
、
判
決
、
法
律
行
為
に
と
っ

て
の
一
般
的
ル
ー
ル
た
る
法
律
を
経
て
、
法
の
具
体
化
へ
と
至
る
。
民
主
制
の
組
織
原
理
の
適
用
領
域
を
こ
の
過
程
の
中
で
、
多
か
れ
少
な
か

れ
恣
意
的
に
選
び
出
さ
れ
た
一
段
階
だ
け
に
限
定
す
る
い
か
な
る
理
由
も
な
い
、
と
さ
れ
、
一
九
二
〇
年
の
段
階
で
は
立
法
の
民
主
化
を
行
政

の
民
主
化
に
優
先
さ
せ
る
叙
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
民
主
制
の
論
じ
方
は
、『
純
粋
法
学
』
の
初
版
（Reine Rechtslehre, 1. A

ufl., A
alen, Scientia V

erlag, 1985 [Leipzig u. 
W

ien, Franz D
euticke, 1934], S. 107 f 

）、
二
版
（Reine Rechtslehre, 2. A

ufl., W
ien, V

erlag Franz D
euticke, 1960, S. 283 f 

）

で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

„V
erfassungslegist

“と„V
erfassungskom

m
entator

“と
い
う
呼
び
方
は
、 W

iederin (A
nm

. 18),  S. 114

に
よ
る
。
前
者
は
、
そ

の
起
草
も
行
っ
た
「
憲
法
の
編
集
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
後
者
は
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
や
鑑
定
書
に
お
い
て
法
学
者
と
し
て
「
憲
法
を
解

釈
す
る
者
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、„V

erfassungsdogm
atiker

“と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（Robert W

alter, 
W

erner O
rgis, T

hom
as O

lechow
ski (H

rsg.), H
ans K

elsen: Leben – W
erk – W

irksam
keit, W

ien, M
anz, 2009, S. 209

）、
そ

れ
は
後
述
す
る
通
り
適
切
で
は
な
い
。

T
hom

as O
lechow

ski, D
er Beitrag H

ans K
elsens zur österreichischen Bundesverfassung, in: W

alter/O
rgis/

O
lechow

ski (A
nm

. 37), S. 228.

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一
般
国
家
学
（A

llgem
eine Staatslehre

）
に
対
し
て
、「
現
実
の
」
具
体
的
な
国
家
に
関
す
る
学
（Lehre

）
と
し
て

の
特
殊
国
家
学
（Besondere Staatslehre

）
を
並
置
し
て
い
る
（K

elsen (A
nm

. 25), S. 45 f.

）。

K
elsen (A

nm
. 36), Reine Rechtslehre, 1. A

ufl., S. 94 ff.; K
elsen (A

nm
. 36), Reine Rechtslehre, 2. A

ufl., S. 348 ff.
K

elsen (A
nm

. 36), Reine Rechtslehre, 1. A
ufl., S. 97 ff.; K

elsen (A
nm

. 36), Reine Rechtslehre, 2. A
ufl., S. 350 ff.

Jesch (A
nm

. 32), S. 1.
Jesch (A

nm
. 32), S. 57.

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
れ
と
法
理
論
的
に
対
応
す
る
の
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
法
と
国
家
の
同
一
視
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
─
─
法
理
論
的
に

は
全
く
適
切
な
よ
う
に
─
─
あ
ら
ゆ
る
国
家
が
法
治
国
家
と
な
る
と
す
る
（Jesch (A

nm
. 32), S. 34

）。

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
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）

（
40
）

（
41
）

（
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）

（
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）

（
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）
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Jesch (A
nm

. 32), S. 34, 187.
Jesch (A

nm
. 32), S. 66 f.

Jesch (A
nm

. 32), S. 171. 

基
本
法
八
〇
条
一
項
の
規
定
（「
法
律
に
よ
っ
て
、
連
邦
政
府
、
連
邦
大
臣
ま
た
は
ラ
ン
ト
政
府
に
対
し
、

法
規
命
令
を
発
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
与
え
ら
れ
る
権
限
の
内
容
、
目
的
お
よ
び
程
度
は
、
法
律
に
お
い
て

規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
」）
は
、
執
行
権
が
、
法
律
の
執
行
と
法
律
の
指
示
の
具
体
化
に
、
精
確
に
境
界
付
け
ら
れ
た
範
囲
内
で
、

限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
（Jesch (A

nm
. 32), S. 95

）。

Jesch (A
nm

. 32), S. 98.
D

ietrich Jesch, D
ie Bindung des Zivilrichters an V

erw
altungsakte, Erlangen: Palm

 &
 Enke, 1956, S. 117 ff.

Jesch (A
nm

. 32), S. 98 f.
Jesch (A

nm
. 32), S. 222.

「
何
人
も
、
公
権
力
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
で
争
う
途
が
開
か
れ
て
い
る
。
…
」

Jesch (A
nm

. 32), S. 223 ff.
Jesch (A

nm
. 32), S. 228 f.

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
下
で
の
法
律
適
合
性
原
則
の
不
変
更
の
理
由
と
し
て
二
つ
の
要
因
を
挙
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
国

法
学
上
の
概
念
装
置
が
、
立
憲
君
主
制
か
ら
立
憲
民
主
制
へ
の
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
維
持
さ
れ
た
こ
と
。
こ
れ
は
、
法
律
家
の
保
守
的
な

思
考
と
、
両
体
制
に
お
け
る
国
法
解
釈
者
の
人
的
同
一
性
（
例
え
ば
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
）
と
に
よ
る
と
い
う
（Jesch (A

nm
. 

32), S. 7

）。
ふ
た
つ
は
、
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
強
力
な
地
位
が
、
あ
る
意
味
で
、
立
憲
君
主
の
そ
れ
と
対
応
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ッ
シ

ュ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
過
渡
的
性
格
と
そ
の
君
主
制
期
へ
の
結
び
付
き
か
ら
、
法
律
適
合
性
原
則
が
変
わ
ら
ず
に
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
と
い
う
（Jesch (A

nm
. 32), S. 172 N

. 1

）。

Jesch (A
nm

. 32), S. 188 f.

ケ
ル
ゼ
ン
と
イ
エ
ッ
シ
ュ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
の„Gesetz und V

erw
altung

“が
持
つ
学
説
史
上
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
シ

ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
理
論
的
認
識
か
ら
法
律
の
留
保
に
関
す
る
内
容
上
の
要
請
を
導
き
出
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
法
理
論
的
に
理
由
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
記
し
て
い
る
（Christoph Schönberger, 

（
45
）

（
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）

（
47
）

（
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）
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）
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置
„V

erw
altungsrecht als konkretisiertes V

erfassungsrecht

“ 

─D
ie E

ntstehung eines grundgesetzabhängigen 
V

erw
altungsrechts in der frühen Bundesrepublik, in: M

ichael Stolleis (H
g.), D

as Bonner Grundgesetz 

─A
ltes Recht und 

neue V
erfassung in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik D

eutschland (1949-1969), 2006, S. 79 N
. 120

）。
し
か
し
、

こ
の
記
述
は
、
様
々
な
意
味
に
お
い
て
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、„Gesetz und V

erw
altung

“に
お
い
て
、

行
政
の
法
律
適
合
性
を
実
定
憲
法
・
基
本
法
に
則
し
て
理
論
的
に
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
理
論
的
に
導
き
出
そ
う
と
し
て
い

な
い
。
ま
た
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
法
段
階
説
的
な
ケ
ル
ゼ
ン
・
メ
ル
ク
ル
流
の
「
法
適
合
性
」
を
、
自
ら
が
追
究
す
る
「
法
律
適
合
性
」
と
明

確
に
区
別
し
て
、「
法
適
合
性
」
か
ら
一
定
の
法
律
の
留
保
は
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
条
項
の
形
式
に
お
け
る
概

括
的
授
権
を
排
除
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
こ
で
見
た
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
一
八
条

一
項
に
お
け
る
全
部
留
保
の
規
定
の
背
後
に
ヴ
ィ
ー
ン
学
派
の
法
段
階
説
と
の
関
連
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
実
定
化

さ
れ
た
憲
法
原
則
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
基
本
法
下
の
問
題
に
何
も
取
り
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
法
理
論
的
認
識
、
法
政
策
的
要
請
、
実
定
化

さ
れ
た
原
則
の
間
は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ガ
ー
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
理
論
の
あ
り
方
、
意
義
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
イ
エ
ッ
シ
ュ
に
即
し
た
形
で
の
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
し
、
そ
の
間
の

異
同
を
分
析
す
る
た
め
の
視
角
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

D
ie W

iener rechtstheoretische Schule

の
意
味
に
お
け
るRechtstheorie

で
あ
る
。

D
ietrich Jesch, U

nbestim
m

ter Rechtsbegriff und Erm
essen in rechtstheoretischer und verfassungsrechtlicher Sicht, 

A
öR 82, 1957, S. 165-234, 234-249.

イ
エ
ッ
シ
ュ
に
と
っ
て
、
法
律
上
の
概
念
に
あ
る
法
理
論
的
な
問
い
は
、
法
律
を
解
釈
す
る
際
の
、
法
律
・
法
律
上
の
概
念
へ
の
拘
束
と
裁

判
官
の
自
由
と
の
対
抗
と
い
う
二
律
背
反
で
あ
る
（S. 171
）。

他
方
、
憲
法
的
検
討
に
お
い
て
は
、
誰
が
不
確
定
法
概
念
の
解
釈
と
適
用
に
つ
い
て
有
権
的
に
そ
し
て
最
終
的
に
決
定
を
下
す
の
か
。
行
政

官
庁
な
の
か
行
政
裁
判
所
な
の
か
、
と
い
う
実
定
憲
法
上
の
権
限
分
配
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（S. 234

）。
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
こ
で
も
、

他
の
著
作
に
お
い
て
と
同
様
に
、
基
本
法
が
、
権
力
分
配
の
原
理
に
つ
い
て
権
力
の
区
分
や
分
離
で
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
権
力
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
原
則
を
実
現
し
て
い
る
と
の
分
析
を
行
い
、
こ
の
原
則
が
、
裁
判
所
と
行
政
官
庁
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
は
っ
き

り
と
表
れ
て
い
る
と
い
う
（S. 236

）。

（
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）

（
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）
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こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
併
せ
て
、
高
田
倫
子
「
ド
イ
ツ
行
政
裁
量
論
に
お
け
る
憲
法
の
構
造
理
解
と
そ
の
変
遷
（
三
・
完
）
─
行
政
に
対

す
る
司
法
の
地
位
に
関
す
る
一
考
察
─
」
阪
大
法
学
六
二
巻
六
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
六
四
─
一
六
五
頁
を
参
照
。

イ
エ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
法
規
範
に
与
え
ら
れ
、
法
適
用
者
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
枠
と
い
う
観
念
で
は
、
解
釈
と
包
摂
の
領
域
に
つ
い

て
、
法
秩
序
の
安
定
性
と
法
発
見
の
自
由
と
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
所
与
の
確
固
た
る
枠
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

法
の
内
容
は
完
結
的
に
定
め
ら
れ
る
。「
自
由
な
裁
量
の
余
地
」（K
elsen (A

nm
. 36), Reine Rechtslehre, 1. A

ufl., S. 91

）
は
、
こ
の
イ

メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
法
適
用
者
に
残
ら
な
い
。
他
方
、
確
固
た
る
枠
を
拒
否
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
の
ア
ナ
ー
キ
ー
が
宣
告
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
（Jesch (A

nm
. 58), S. 172. F. 36

）。
そ
こ
で
、
イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
解
釈
理
論
の
か
か
え
る
ジ
レ
ン
マ
か
ら

逃
れ
る
た
め
に
、
法
概
念
の
中
心
た
る
概
念
核
（Begriffskern

）
と
法
概
念
の
周
辺
地
域
た
る
概
念
暈
（Begriffshof

）
と
い
う
概
念
を
用

い
て
、
不
確
定
法
概
念
の
判
断
余
地
と
狭
義
の
裁
量
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（Jesch (A

nm
. 58), S. 172

）。

D
ietrich Jesch, Schriftum

, D
Ö

V
 1961, S. 436.

イ
エ
ッ
シ
ュ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
的
営
為
を
、「
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
あ
て
は
ま
る
法
の
理
論
を
立
て
よ
う
と

し
て
い
る
」（Jesch, (A

nm
. 60), S. 436

）
と
し
、
正
確
に
法
理
論
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

ル
ー
マ
ン
は
、
当
初
、
法
律
学
的
な
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
と
法
理
論
と
の
区
別
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
（N

iklas Luhm
ann, 

Rechtssystem
 und Rechtsdogm

atik, Stuttgart, Berlin, K
öln, M

ainz, W
. K

ohlham
m

er, 1974, S. 13

）。
後
に
ル
ー
マ
ン
は
、
法
理

論
の
作
業
は
、
法
的
事
柄
を
担
当
す
る
た
め
に
分
化
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
形
成
し
て
い
る
と
主
張
し
、「
シ
ス
テ
ム
内
の
シ
ス
テ
ム

の
理
論
」、「
事
態
の
自
己
言
及
的
構
造
」
に
つ
い
て
語
っ
た
（N

iklas Luhm
ann, Selbstreflexion des Rechtssystem

s - Rechtstheorie 
in gesellschaftstheoretischer Perspektive, in: ders., A

usdifferenzierung des Rechts, Frankfurt, Suhrkam
p, 1981, S. 422

）。

イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
、
法
理
論
を
、
実
定
法
の
形
態
学
・
解
剖
学
と
し
て
、
法
秩
序
内
在
的
に
行
動
し
て
法
の
固
有
法
則
性
を
問
い
、
実

定
法
の
内
在
的
機
能
法
則
性
の
記
述
や
分
析
に
限
定
さ
れ
、
形
式
及
び
構
造
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
る
一
方
、
憲
法
理
論
を
、
実
質
的
・

実
体
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
、
憲
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
に
付
さ
れ
（zugeordnet

）、
意
義
や
正
当
化
に
か
か
る
問
い
を
テ
ー
マ
化
す
る
省
察

分
野
で
あ
る
、
と
整
理
し
て
い
る
（M

atthias Jestaedt, V
erfassungstheorie als D

isziplin, in: O
tto D

epenheuer und Christoph 
Grabenw

arter, V
erfassungstheorie, T

übingen, M
ohr Siebeck, 2010, S. 22 f.; ders., D

as m
ag in der T

heorie richtig sein

…, 
T

übingen, M
ohr Siebeck, 2006, S. 30 ff.

）。
イ
エ
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
把
握
の
仕
方
と
、
本
稿
に
お
け
る
そ
れ
と
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
改
め

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
63
）
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ケルゼン「理論」とイエッシュ「理論」の 方法論的位置関係と布置

て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ケ
ル
ゼ
ン
や
イ
エ
ッ
シ
ュ
の
理
論
と
は
反
対
に
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
は
、
注
釈
的
・
註
解
的
方
法
及
び
分
散
し
た
個
別
研
究

と
違
っ
て
、
体
系
的
な
枠
を
作
り
、
一
般
的
原
理
と
個
別
問
題
の
両
面
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
（Carl Schm

itt, 
V

erfassungslehre, D
uncker &

 H
um

blot, 1954 (1928), S. X
I

）。

（
64
）
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